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法
改
正
に
と
も
な
い
、　

月
１０

１
日
か
ら
国
民
健
康
保
険
の

自
己
負
担
割
合
が
変
わ
り
ま
す

　

年
齢
に
よ
っ
て
、
表
１
の
と
お
り
に

な
り
ま
す
。
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
は

そ
の
ま
ま
お
使
い
下
さ
い
。

高
額
療
養
費
の
自
己

負
担
額
が
変
わ
り
ま
す

　
　

歳
未
満
の
方
と　

歳
以
上
の
方
で

７０

７０

は
自
己
負
担
限
度
額
が
異
な
り
そ
れ
ぞ

れ
表
２
・
表
３
の
と
お
り
に
な
り
ま
す
。

　

該
当
者
に
は
、
申
請
書
を
郵
送
し
ま

す
（
診
療
を
受
け
た
月
か
ら
約
３
か
月

後
）。

　

領
収
書
（
郵
送
の
と
き
は
、
写
し
を

同
封
）
を
添
え
て
、
国
民
健
康
保
険
課

ま
た
は
各
市
民
セ
ン
タ
ー
へ
申
請
し
て

下
さ
い
。

　

自
己
負
担
額
が
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
た
場
合
、申
請
に
よ
り「
高
額
療
養

費
」と
し
て
支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。

※
月
の
１
日
か
ら
月
末
ま
で
の
受
診

に
つ
い
て
１
か
月
と
し
て
計
算
し
ま

す
。
ま
た
、
差
額
ベ
ッ
ド
代
、
入
院

時
の
食
事
代
な
ど
保
険
が
適
用
さ
れ

な
い
費
用
は
除
か
れ
ま
す
。

高
額
療
養
費
と
は

　

昭
和
７
年　

月
１
日
以
降
に
生
ま
れ

１０

た
方
に
は
、　

歳
に
な
る
ま
で
所
得
区

７５

分
に
基
づ
い
た
「
国
民
健
康
保
険
高
齢

受
給
者
証
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
交
付

を
受
け
る
た
め
の
申
請
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。　

歳
に
な
る
と
、「
老
人
保
健
法

７５

医
療
受
給
者
証
」に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

　

所
得
の
状
況
に
よ
り
、　

月
１
日
か

１０

ら
医
療
機
関
に
か
か
っ
た
場
合
、
総
医

療
費
の
１
割
か
２
割
（
一
定
以
上
所
得

者
の
場
合
）
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
入
院
の
場
合
は
、
自

己
負
担
限
度
額
を
超
え
て
負
担
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、　

歳
以
上

７０

に
な
る
と
薬
剤
一
部
負
担
金
の
負
担
は

な
く
な
り
ま
す
。

　

退
職
者
医
療
制
度
の
該
当
者
も
同
様

で
す
。

　

非
課
税
世
帯
の
方
は
、
「
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
以

下
、
減
額
認
定
証
）
」
を
申
請
す
れ
ば

同
証
を
発
行
し
ま
す
の
で
、
医
療
機
関

の
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。　

歳
７０

以
上
（
老
人
保
健
法
に
該
当
さ
れ
た
方

を
除
く
）
の
方
は
「
入
院
の
場
合
の
自

己
負
担
限
度
額
」
の
「
市
民
税
非
課
税

世
帯
」
扱
い
と
な
り
、
入
院
時
の
食
事

　

前
年
（
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給

者
証
の
使
用
資
格
を
得
た
月
が
１
月

か
ら
７
月
の
場
合
は
、
前
々
年
）
の

市
民
税
課
税
所
得
が
１
２
４
万
円
以

上
の
方
。
た
だ
し
、
前
年
（
国
民
健

康
保
険
高
齢
受
給
者
証
の
使
用
資
格

を
得
た
月
が
１
月
か
ら
７
月
の
場
合

は
前
々
年
）
の
年
収
が
夫
婦
２
人
世

帯
な
ど
で
６
３
７
万
円
未
満
、
単
身

世
帯
で
４
５
０
万
円
未
満
の
方
は
、

申
請
す
れ
ば
１
割
負
担
な
り
ま
す
。

一
定
以
上
所
得
者
と
は

代
も
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
所
得
の
変
更
申
告
や
世
帯
の

異
動
（
世
帯
の
合
併
・
分
離
な
ど
）
な

ど
で
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
な
く
な
っ

た
場
合
に
は
、
減
額
認
定
証
を
市
役
所

か
各
市
民
セ
ン
タ
ー
に
必
ず
返
却
し
て

下
さ
い
。

◇

□問
 

高
齢
受
給
者
証
に
関
し
て
は
国
民
健

康
保
険
課
加
入
課
税
係
（
11
７
２
４
・

２
１
２
４
）
、
高
額
療
養
費
・
減
額
認

　

老
人
保
健
医
療
制
度
の
改
正
内
容

に
つ
い
て
は
、
９
月　

日
号
の
広
報

２１

ま
ち
だ
に
掲
載
し
ま
し
た
。
老
人
医

療
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
（
昭
和

７
年
９
月　

日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）

３０

は
、
９
月　

日
号
を
ご
覧
下
さ
い
。

２１

老
人
保
健
法
も
改
正

さ
れ
、　

月
１
日
か
ら

１０

制
度
が
変
わ
り
ま
す

表１ 負担割合の変更
一部負担金の割合 区　　分

２割
０歳～３歳に達する月まで。
ただし、１日生まれの方は３
歳に達する月の前月まで。

３割（現行と同じ）
３歳以上７０歳未満の方
（退職者医療制度の保険証を
お持ちの方を除く）

２割
（ただし平成１５年４月
１日以降は３割）

退職者医療制度の保険証をお
持ちの方

１割
（ただし一定以上所得
者に属する方は２割）

７０歳以上の方
（老人保健法に該当された方
を除く）

７０歳の誕生日を迎えると
　誕生月の月末（１日生まれは誕生月の前月末）まで
に「国民健康保険高齢受給者証」を郵送します。誕生
月の翌月以降（１日生まれは誕生月）から使用できま
すので国民健康保険証とともに医療機関の窓口に提示
して下さい。

　前年の市民税の課税所得額の変更や世帯の異動によ
り自己負担割合が変わる場合があります。
　該当者には、市から１割証か２割証のいずれかの
「国民健康保険高齢受給者証」を交付しますが、課税
所得額や世帯に変動があれば再度判定を行います。そ
の結果、自己負担区分に変更があれば、新しい「国民
健康保険高齢受給者証」を改めて交付しますので、古
い証は国民健康保険課か各市民センターに返却して下
さい。自己負担区分に変更があって、すでに古い証で
医療機関にかかった場合は、後日精算の必要が生じる
場合があります。

　

市
で
は
、
支
援
費
制
度
へ
円
滑
に
移

行
す
る
た
め
の
準
備
と
し
て
、　

月
１

１０

日
か
ら
、
支
援
費
の
支
給
申
請
の
受
付

を
開
始
し
ま
す
。

　

現
在
、
支
援
費
に
移
行
す
る
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
て
い
る
方
に
は
、
す
で
に

支
給
申
請
書
を
お
送
り
し
て
あ
り
ま
す
。

で
き
る
だ
け
、
同
封
し
た
「
ご
案
内
」

に
記
載
さ
れ
て
い
る
受
付
期
間
内
に
申

請
し
て
下
さ
い
。

○
受
付
場
所　

市
役
所
障
害
福
祉
課

（
２
階
）

※
郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

　

現
在
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る

方
で
、
支
給
申
請
書
が
届
い
て
い
な
い

場
合
は
ご
連
絡
下
さ
い
。

　

支
援
費
の
支
給
を
申
請
し
な
い
場
合
、

来
年
４
月
以
降
、
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用

い
た
だ
け
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
新
た
に
障
が
い
者
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
ご
利
用
に
な
り
た
い
方
も
、
お

気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。

□問
 

障
害
福
祉
課
11
７
２
４
・
２
１
４
８

　
　

月
１
日
か
ら
老
人
保
健
法
改
正
に

１０
伴
い
○福
 

（
老
人
医
療
費
の
助
成
）
・
○障
 

（
心
身
障
害
者
医
療
費
の
助
成
）
・
○親
 

（
ひ
と
り
親
医
療
費
の
助
成
）
制
度
の

自
己
負
担
が
変
わ
り
ま
す
。

　

す
べ
て
の
医
療
機
関
で
１
割
負
担
に

な
り
、
こ
れ
ま
で
の
定
額
制
（
１
回

８
５
０
円
／
月
４
回
ま
で
）
は
な
く
な

り
ま
す
。
ま
た
、
医
療
機
関
の
窓
口
で

支
払
う
入
院
と
外
来
の
自
己
負
担
限
度

額
の
上
限
も
変
わ
り
ま
す
（
＝
左
表
）。

◇

□問
 

○福
 

は
高
齢
者
福
祉
課
11
７
２
４
・
２

１
４
４
、
○障
 

は
障
害
福
祉
課
11
７
２
４

・
２
１
４
８
、
○親
 

は
児
童
福
祉
課
11
７

２
４
・
２
１
４
３

自己負担割合・限度額表
自己負担限度額

（入院・世帯ごと）自己
負担
割合

区　分
外　来

（個人ごと）

４０，２００円／月１２，０００円／月
１
割

一　般

２４，６００円／月 ８，０００円／月＊低所得者
（○福 のみ）

＊低所得者とは、主たる生計維持者が
　市民税非課税の方です。申請が必要
　ですが、認められると、低所得者の
　限度額が適用されます。

※○障 ・○親 （世帯）で市民税が非課税の
　方は、入院時食事療養費標準負担額
　のみの負担となります。

医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う

負
担
割
合
が
変
わ
り
ま
す

こ
れ
か
ら　

歳
を
迎
え
る
方

７０

に
は「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受

給
者
証
」
が
交
付
さ
れ
ま
す

市
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る

　

歳
以
上
の
方
が
入
院
す
る
と
き

７０

ここでは、昭和７年１０月
１日以降に生まれた方へ
お知らせします。　　　

表２　７０歳未満の方（老人保健法に該当された方を除く）の高額療養費の自己負担限度額
自　己　負　担　限　度　額 区　　　　分

総医療費（１０割）が６９９，０００円を
超えた場合は、超えた分の１％＋１３９，８００円上位所得者

国民健康保険税の算定基準となる基礎控除
後の総所得金額等が６７０万円を超える世帯 （７７，７００円）

総医療費（１０割）が３６１，５００円を
超えた場合は、超えた分の１％＋７２，３００円

一般
（４０，２００円）

３５，４００円（２４，６００円）市民税非課税世帯
※（ ）内は、過去１２か月以内に同一世帯で高額療養費の支給が３回以上あった場合、４回目以降の限度額。
※同一の診療月、同一の世帯で合算できる自己負担額は、一律２１，０００円以上支払った時になります。

表３   ７０歳以上の方（老人保健法に該当された方を除く）の高額療養費の自己負担限度額
自　己　負　担　限　度　額 区　　　　分 ○Ｂ  外来＋入院（世帯）○Ａ  外来（個人）

総医療費（１０割）が３６１，５００円を
超えた場合は、超えた分の１％＋７２，３００円

４０，２００円一定以上所得者
（４０，２００円）

４０，２００円１２，０００円一般
２４，６００円 ８，０００円低所得者Ⅱ市民税非課税 １５，０００円低所得者Ⅰ

※（ ）内は、過去１２か月以内に同一世帯で高額療養費の支給が３回以上あった場合、４回目以降の限度額。
※所得区分は下表を参照して下さい。

 ７０歳以上の方（老人保健法に該当された方を除く）の高額療養費の所得区分

右上記の「一定以上所得者とは」を参照して下さい。一定以上所得者
一定以上所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰに該当しない方。一般

世帯主及び国保加入者の市民税（医療を受けた月が１月から７月
の場合は前年分）が非課税の方。低所得者Ⅱ

世帯主及び国保加入者の市民税（医療を受けた月が１月から７月
の場合は前年分）が非課税で、世帯員の各所得が必要経費・控除
（年金所得は控除額を６５万円として計算）を差し引いたとき０円
となる方。

低所得者Ⅰ

表４   ７０歳以上の方（老人保健法に該当された方を除く）の高額療養費の
　　　入院の場合の自己負担限度額

自　己　負　担　額 区　　　　分
総医療費（１０割）が
３６１，５００円を超えた場
合は、超えた分の１％

＋７２，３００円一定以上所得者

４０，２００円一般
２４，６００円低所得者Ⅱ

市民税非課税世帯
１５，０００円低所得者Ⅰ

※所得区分は左表を参照して下さい。

定
証
に
関
し
て
は
国
民
健
康
保
険
課
給

付
係
（
11
７
２
４
・
２
１
３
０ 
）
へ
。


